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 木更津市霊園の指定管理者を次のとおり募集する。 

 

１ 対象施設の概要 

（1）施設名称 木更津市霊園 

（2）所 在 地 木更津市矢那３,７１１番地 

（3）敷地面積 １１９，３９０．９８㎡ 

（4）墓地区画   一般墓地 普通墓地 ４，１６９区画 

              芝生墓地   ５８１区画 

              合  計 ４，７５０区画 

（5）管理事務所 １棟  １５３㎡ ＲＣ構造 平家建 

     駐車場（管理事務所前） ３４台 

 (6)１７区駐車場  １５台 

（7）合葬式墓地 １棟 １９１．６８㎡ 鉄筋コンクリート造（平家建） 

・納骨壇：１，０８５壇（１，７１０体） 

・合葬室：３，５００体 

（8）経営許可年月日 昭和３３年９月１日～ 

 

２ 施設の管理運営方針 

 市霊園の指定管理者には、公共施設の管理者としての公平性・非営利性をはじめ、利用者

を尊重した高い倫理性が求められることを認識し、次の事項に留意して、質の高いサービス

の提供に努めるとともに、市民が安心して利用できるよう管理運営を行うこと。 

 特に「個人情報保護」及び「公平性・非営利性の確保」については重点的に配慮し、管理

運営を行うこと。 

（1） 施設等の維持管理について 

  ア 指定管理者が行う業務及び管理の実施基準を基に、施設等の機能特性を十分に 

把握し、管理運営を行うこと。 

  イ 安全かつ清潔な管理に努めること。 

  ウ 適正な管理の保守点検を行うこと。 

（2） 施設の運営について 

  ア 公の施設であることを念頭に置いた施設運営に努め、利用者に対して平等に接し、 

施設利用上の公平性を確保すること。 

  イ 利用者及び施設の安全対策に万全を期すこと。このため、危機管理体制を確立する 

とともに、市や関係機関との連携体制を整備すること。 

  ウ 積極的に利用者の意見を聞き、施設運営に反映するよう努めること。 

  エ 霊園管理において取扱う個人情報は極めて特殊であることを十分に認識し、個人 

情報の漏えいや取扱いの範囲を超えて使用することのないよう、法令等を遵守し、個
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人情報保護対策に万全を期すと共に、情報公開の申出等に関して適切に対応するこ

と。 

  オ 施設内及び事務所内での営業活動や斡旋行為、又はそれらに類する行為は禁止と

し、非営利性を確保すること。（ただし、供花等販売や自動販売機の設置等、利用者

の利便に供すると市が認めるものは除く）。 

 

３ 管理の基準 

「墓地、埋葬等に関する法律」、「木更津市霊園の設置及び管理に関する条例」、「同規則」

その他関係法令の規定に従い管理運営を行うものとする。 

 

４ 指定期間 

  令和９年４月１日から令和１２年３月３１日までの３年間とする。 

 

５ 指定管理者の業務 

（1）市霊園の維持管理に関する業務。 

（2）市霊園の施設、設備等の維持管理に関する業務。 

（3）木更津市霊園の設置及び管理に関する条例第２０条第１項に規定する許可及び交付並

びに同条第３項に規定する一時使用料の徴収に関する業務。 

（4）木更津市霊園の設置及び管理に関する条例第２２条第１項の規定による管理手数料の

収納に関する業務。 

（5） その他市長が管理運営上必要と認める業務。 

＊ 詳細は、別紙「木更津市霊園指定管理者仕様書」によるものとする。 

 

６ 指定管理料等 

(1) 指定管理業務に係る経費は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）毎に、毎

月支払われる。 

   指定期間総額１４２，５６０千円（消費税及び地方消費税相当額込み）以内 

指定管理料は上記金額を上限とし、額の変更等は市と指定管理者との協議 

 により定められるものとする。 

なお、上記金額は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正に伴い、消費税率

及び地方消費税率を１０％として算定しているため、今後、消費税等額に変動が生じた

場合は、市は、指定管理料にそれらの変動に応じた相当額を加減して支払うものとする。 

 (2) 対象施設の修繕等については、１件につき３０万円未満のものは指定管理者の費用負

担とするが、その年度の限度額を５０万円とし、それを超える場合には別途協議するも

のとする。 
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７ 職員の駐車場 

  管理対象施設に勤務する職員の駐車場については、応募者が用意するものとする。駐車

場が用意できない場合のみ、利用者に支障のない範囲で、使用台数を本市に申告し、管理

対象施設の一部に駐車することを認める。ただし、使用料金（通勤用の自家用４輪自動車

１台につき５００円／月）は、応募者が負担することとする。 

 

８ 応募に関する事項 

(1)  応募資格 

ア 木更津市霊園の管理運営業務の知識を有し、当該施設を安全かつ円滑に管理運営で

きる法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。 

イ 法人格の有無は問わないが、個人での応募はできない。 

 ウ 複数の団体が連合体を構成して募集する場合は、あらかじめ連合体結成の協定書に

より定められた代表者が申請手続きを行うこと（他の団体は構成員とする）。 

    なお、複数の連合体において、同時に構成員になることはできない。 

   また、単独で応募した団体は、他の連合応募の構成員になることはできない。 

(2)  応募者の制限 

次のいずれかに該当する団体は応募することができない。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するも

の。 

イ 応募書類提出時点において、木更津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札

の指名停止措置を受けているもの。 

ウ 木更津市税（ただし、木更津市内に事業所がある場合に限る）、法人税、消費税及

び地方消費税等の租税を滞納しているもの。 

エ 代表者、役員又はその使用人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３若し

くは第１９８条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで

公訴を提起された日から２年を経過しないもの。 

オ 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反するとして、公正取

引委員会又は、関係機関に認定された日から２年を経過していないもの。 

カ 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの。 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。第２条第２号に規定するものをいう。）又はそれらの利益となる活動を行う団

体であるとき。 

② 役員等が暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定するものをいう。）若しくは

これに準ずる者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は、暴力団関係者

が経営に実質的に関与しているとき。 
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③ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する等しているとき。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供与し、又は便宜を供与する

等積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

⑤ 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。 

⑥ 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどして

いるとき。 

 キ 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）に適正に

加入していないもの。 

 ク ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けているもの（受けている場合は、必要

な措置の実施について当該労働基準監督署に報告済みであること）。 

 

９ 募集要項及び仕様書の配布 

（1） 配布場所 

２１ 問合せ先に同じ 

（2） 配布期間及び時間 

令和８年７月１日（水）から７月９日（木）まで（閉庁日を除く） 

午前８時３０分から午後５時まで 

（3） 郵送等による配布 

ア 郵送を希望する場合は、３２０円分の切手を貼った返信用封筒（角２サイズ以上）

を同封の上、木更津市環境部生活環境課あてに請求すること。 

  なお、市のホームページからもダウンロード可。 

イ ファックス、電子メール等による配布は行わない。 

 

10 応募手続 

（1） 応募書類の提出 

  ア 別紙１「応募書類一覧」のとおり。 

  イ 受付期間経過後において、応募書類の内容は変更することはできない。 

（2） 受付場所 

２１ 問合せ先に同じ 

（3） 受付期間及び受付時間 

   令和８年７月２１日（火）から７月３１日（金）まで（閉庁日を除く） 

午前８時３０分から午後５時まで 
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（4） 応募方法 

  ア 押印が必要な文書については、持参又は郵送（配達記録が残る方法）に限る。 

    ただし、押印が不要なものについては、電子データ（ＰＤＦ等）で提出すること。 

    各書類の提出方法は、別紙１「応募書類一覧」のとおり。 

  イ 令和８年７月３１日（金）午後５時までに必着とする。 

（5） 現地見学会の開催 

対象施設の現地見学会を以下のとおり開催するので、希望する団体は（別紙２）「現 

地見学会参加申込書」に必要事項の記入のうえ、持参又はファックス、電子メールで 

申込を行うこと。 

  ア 開催日時：令和８年７月１４日（火）午後１時３０分から（受付：午後１時から） 

  イ 開催場所：木更津市霊園（木更津市矢那３，７１１番地） 

  ウ 参加人数：各団体２名以内とする 

  エ 申込先 ：２１ 問合せ先に同じ 

  オ 申込期限：令和８年７月１０日（金）午後５時まで 

  カ 集合場所：木更津市霊園内管理事務所ロビー 

（6） 募集内容に関する質問 

ア 質問の受付期間及び受付時間 

令和８年７月１４日（火）から７月１７日（金）まで 

午前８時３０分から午後５時まで 

※令和８年７月１７日（金）午後５時必着 

  イ 質問の方法 

    質問事項のある団体は（別紙３）「質問票」により郵送、ファックス又は電子メー 

ルで行うこと。 

  ウ 質問の受付場所 

２１ 問合せ先に同じ 

  エ 質問への回答予定期日 

    質問に対する回答は令和８年７月２１日（火）に木更津市ホームページに掲載予定。 

（7） 追加書類の提出 

木更津市が必要と認める場合は、（1）アで定める応募書類以外の書類の提出を求め 

る場合がある。 

（8） ヒアリングの実施 

木更津市が必要と認める場合は、応募書類の提出後に応募者に対してヒアリングを 

実施する場合がある。 

（9） 応募者が運営する類似施設等の実地調査 

木更津市が必要と認める場合は、応募者が運営する類似施設等の実地調査を行う場 

合がある。 
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（10） 著作権の帰属 

応募書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、木更津市は指定管理者の選定の公 

表等必要な場合には、応募書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（11）応募に関する留意事項 

ア 指定管理者指定申請書の提出をもって、募集要項及び仕様書の記載内容を承諾し

たものとする。 

イ 応募に必要な費用は、応募者の負担とする。 

ウ 指定管理業務履行に伴う法人市民税等の課税の有無及び税額等については、賦課

権者に照会のうえ応募すること。 

エ 提出書類の変更及び返却は認めない。 

オ 提出書類等については、木更津市情報公開条例（平成１２年条例第４号）に基づく

情報公開請求の対象となる。ただし、条例に基づき、個人に関する情報や事業者の正

当な利益を害するおそれのある情報等に該当する場合は不開示情報とする。 

カ 申請書提出後に辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

（12）無効又は失格 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格となる。 

ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限が守られなかった場合 

イ 申請書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

ウ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

エ 虚偽の内容が記載されている場合 

オ 同一の申請者が複数提案を行った場合 

カ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

キ 著しく信義に反する行為があった場合 

 

11 指定候補者の選定等 

（1） 選定方法 

  ア 指定管理者の候補者となる団体（以下「指定候補者」という。）は、市が設置する

指定管理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において審査の結果、

順位第 1位となった者とする。 

    指定候補者の審査にあたり、選定委員会が必要と認めたときは、応募者に説明を求

める場合がある。 

また、他の応募者がいない場合においても、選定委員会での審査を経て選定する。

なお、審査の結果、基準に達する者がいないと認め、該当者なしとする場合がある。 

  イ 審査は、（別紙４）「木更津市霊園 指定管理者候補者選定評価表」の審査項目を基

準に、総合的に審査する。 
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  ウ 持続可能なまちづくりの推進を目的に、市内事業者等の参入機会増大のための加 

点を下記のとおり行う。 

① 市内に本社がある場合、総合計点の５％を加点。 

② 市外に本社があり、市内に契約権限を委任された支社（営業所）等がある場合

は、 ３％の加点。 

③ 連合体を構成し、構成団体の代表が市内に本社があり、構成団体全部が市内

に本社のある場合は、５％の加点。それ以外は、４％の加点。 

④ 連合体を構成し、構成団体の代表が市外に本社があり、構成団体のうちに市

内に本社がある団体があれば、３％の加点。 

 

 代表の本社

所在地 

構成団体の 

本社所在地 

本社所在地 

 

契約権限を委任され

た支社等所在地 

総合計点へ

の加点 

単体 － － 市内 問わない ５％ 

－ － 市外 市内 ３％ 

連合体 
市内 

全団体が市内 －  ５％ 

それ以外 －  ４％ 

市外  －  ３％ 

 

（2） 選定結果 

  ア 指定候補者の選定は、令和８年１０月頃を予定とする。 

  イ 選定結果を応募者全員に文書で通知するとともに、選定した指定候補者及び審査

内容ついて公表する。 

 

12 木更津市議会の議決等 

（1） 指定候補者の選定後、木更津市は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定

に基づき、指定候補者を指定管理者に指定する議案を令和８年１２月の木更津市議会

定例会に付議し、議決を受けることになる。 

ただし、市議会の議決を受けるまでの間に、指定候補者を指定管理者に指定する

ことが著しく不適当と認められる事由が生じたときは、指定候補者の選定を取り消

すことがある。 

(2)  次に掲げる場合であっても、指定候補者が木更津市霊園の管理運営を実施するた

めに支出した費用、提供したノウハウ対価等については、木更津市は一切補償しな

い。 

ア 上記（1）の議案を木更津市議会が否決したとき。 

イ 上記（1）の議案について、木更津市議会が会期中に議決に至らなかったとき。 

ウ 上記（1）ただし書きにより、木更津市が指定候補者の選定を取り消したとき。 
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13 指定管理者の指定手続き 

木更津市は、市議会の議決後に指定候補者を指定管理者に指定する。その指定をした

ときには告示するとともに、指定管理者指定通知書により指定を通知する。 

 

14 協定の締結について 

指定管理者指定通知後、木更津市と指定管理者との間で協定を締結するものとする

（令和９年２月頃の予定）。協定内容は次のとおりとする。 

ア 事業計画に関する事項 

イ 事業計画が達成されなかった場合の対応に関する事項 

ウ 市が支払う指定管理料に関する事項 

エ 利用料金に関する事項 

オ 地方自治法第２４４条の２第７項に規定する事業報告書に関する事項 

カ 市による指示・指導に関する事項 

キ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

ク 指定施設の管理に関し保有する個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）第２条第１項第１号に規定する個人情報をいう。以下同じ。）

の保護及び情報の公開に関する事項  

ケ 公の施設で事故が発生した場合の対応に関する事項  

コ 指定管理者が変更となる場合の引継ぎに関する事項 

サ モニタリングに関する事項 

シ 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項  

 

15 指定管理者の指定の取消及び管理業務等の停止等 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合に

は、地方自治法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期

間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることがある。 

（1）指定管理者が、木更津市が行う管理業務及び経理の状況に関する必要な報告の要

求、実施調査又は必要な指示に従わないとき。 

（2）指定管理者による管理を継続することが適当でないと木更津市が認めるとき。 

 

16 公租公課の取扱い 

  指定管理を行う施設を事務所として木更津市に法人市民税の届出を行うこと。また、新

たに設置した償却資産にかかる固定資産税などの納税義務者となる可能性がある。 

  詳しくは、市税については市役所市民税課及び資産税課へ、県税については木更津県税

事務所（℡0438-25-1110）へ確認をすること。 
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17 市内雇用 

 公の施設の管理に伴い、市が進める持続可能なまちづくりにおける地域内循環を高める

ことを目的として、指定管理業務を行う上での人材採用の際に、市民優先雇用への協力を

求めるとともに、修繕工事、植栽管理、清掃業務等の外部発注や物品等の調達の際に、市

内事業所優先活用への協力を求めることする。 

 

18 指定管理者の指定後の手続き 

(1) 基本協定の締結 

令和９年２月頃 

(2) 引継ぎ 

令和９年２月下旬から同年３月３１日まで 

(3) 年度協定の締結及び指定管理者による管理運営の開始 

  令和９年４月１日 

 

19 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関して 

  令和５年１０月から導入された消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）にお

いて、指定管理者も適格請求書（インボイス）の発行事業者の登録が必要となる。また、

適格請求書（インボイス）の発行に伴い、発行したインボイスの保存等の新たな事務も発

生する。消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）の詳細は、国税庁ホームペー

ジの「インボイス制度」を確認すること。 

 

20 その他 

(1) 要項の遵守 

指定候補者がこの要項に反した場合は、指定候補者の選定を取り消すことがある。 

 (2) 留意事項 

ア 接触の禁止 

選定委員会の委員に対して、本件募集についての接触を禁止する。接触の事実が認め

られる場合には、失格（選定後に判明した場合には取り消し）となることがある。 

イ 虚偽の記載をした場合の無効 

応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

ウ 応募の辞退 

応募書類の提出後に申請を辞退する場合には、速やかに生活環境課に辞退届を提出

すること。 

なお、選定結果通知後に辞退することは、理由の如何に関わらず認められない。万一、

選定結果通知後に辞退した場合は、市が被った損害については、賠償請求することがあ

る。 
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（3）市は、次のとおり木更津市霊園の一部を民間事業者等に使用の許可（「行政財産の目的

外使用許可」）をしている。 

 使用許可の内容     使用許可の相手方 

電話柱１本、支線柱１本、 

支線６本、引込柱１本 
ＮＴＴ東日本株式会社 

本柱５本、支線９本 東京電力パワーグリッド株式会社 

（4）管理事務所内等に民間事業者等による自動販売機等を設置するなど、目的外使用許可

が必要な場合には、市の許可（「行政財産の目的外使用許可」）を得ること。 

 

21 問合せ先 

   〒２９２－０８３８ 

    木更津市潮浜３丁目１番地（クリーンセンター内） 

        環境部生活環境課生活衛生係 

Tel ０４３８－３６－１４３２ 

    Fax ０４３８－３６－５３７４ 

電子メールアドレス seiei@city.kisarazu.lg.jp 


